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理       念 

 

  １ 患者・家族そして全ての県民のために 

 

  ２ 良き精神医療は良き社会をつくる 

 

  ３ こころの時代を支える精神医療 

 

 

基 本 方 針 

 

  １ 人間の尊厳を尊重し人権に配慮した医療 

 

  ２ 都道府県立精神科病院の設置義務に基づいた政策医療 

 

  ３ 客観性と透明性と説明責任を重視した医療 

 

  ４ 適切な医療技術による良質で安全な医療の提供 

 

  ５ 社会復帰と社会参加を目指した医療 

 

  ６ 多職種チームによるリハビリテーションの徹底 

 

  ７ 障害者にやさしい地域ネットワークづくり 

 

 



                   
                                   

令和 5 年度の年報ができましたので、お届けいたします。昨今のデジタル化への移行の波を受

け、遅ればせながらも当年報も今年度から紙発行を中止としましたことご理解ください。 

 令和４年１２月に公布された「精神保健福祉法の一部改正」の改正法が令和６年４月に全面施

行されました。今回の法改正は、当事者の人権に対してより配慮し、入院でなく地域社会で支え

ていく、という国の方向性が明確になったと感じられるものでした。 

具体的には医療保護入院に関しては、入院期間を原則３か月までとする、家族等が同意または

不同意の意思表示を行わなかった場合市町村⾧同意の依頼ができる、地域援助事業者の紹介を義

務化とする、措置入院者に関しては、入院が適切であったか等を精神医療審査会にて審査を実施

する、退院後生活環境相談員の選任および地域援助事業者の紹介を義務化する、となりました。

また、新たな対策として、入院者訪問支援事業の開始（主に市町村⾧同意による医療保護入院者

を中心に、本人の希望に応じて傾聴や生活面の相談、情報提供などを役割とした訪問支援員によ

る支援）、および精神科病院における虐待対策の強化（虐待防止措置の義務化、および業務従事

者による虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化）が法定化されました。人権の面に

関しては今回の法改正とは異なりますが、身体的拘束・隔離等の行動制限最小化の取り組みも現

在の精神科医療の大きな流れになっています。 

 当院はこの法律の改正や精神科医療の新しい流れに乗り遅れないよう、むしろ先陣を切ってい

くように患者さんの権利・安全を守りながら良質な医療に取り組んでいきたいと考えます。 

 しかし、病院経営は入院費・検査費などの医療費は規定され値上げなどができない中、人件費、

および物価の高騰などのあおりを受けて諸経費が高騰しており、当院も苦しい状況になっていま

す。繰入金を頂きながらも９年連続での黒字経営を維持していますが、今後病院が経済的に成り

立っていくのか強い不安も抱えております。 

 そういう状況下でありますが、県民の精神面を支える医療機関としての役割をこれからも果た

していきたいと考えております。今後とも、ご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

令和６年１２月吉日 

群馬県立精神医療センター 

院⾧ 赤田 卓志朗 

年報発刊に当たって
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